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奈良県市町村がん検診精度管理要領  １．目的  この要領は、県内市町村が実施するがん検診の基本的な精度管理方法を定めることにより、がん検診の精度の向上を図ることを目的とする。これにより、早期のがんを可能な限り多く発見し、同時に不必要な精密検査を減らすことを目指す。  ２．実施主体  県が、市町村、検診実施機関、精密検査医療機関の協力を得て実施する。  実施に当たっては、奈良県がん予防対策推進委員会の意見を参考とする。  ３．対象者  精度管理の対象は、下記のとおりとする。 （１）市町村 （２）検診実施機関 （３）精密検査医療機関 （４）奈良県  ４．精度管理調査の実施 県は、全ての市町村と全ての検診機関（委託形態に関わらず、集団検診・個別検診を実際に行う個々の検診機関（医療機関）のこと）に対し、精度管理調査を実施する。 （１）市町村 市町村に対し、国立がん研究センターが実施する市区町村におけるがん検診チェックリストの使用に関する実態調査について市町村の結果を把握する。 （２）検診機関 県は、検診機関に対し、がん検診事業評価のためのチェックリスト遵守状況調査、精度管理指標数値の調査等、各調査を実施する。 （３）県 県は、各市町村および検診実施期間の精度管理を行うにあたり、適切なデータ把握や体制整備を実施しているか否かを評価する目的で自己点検のための調査を行う。  なお、上記（１）～（３）で実施する調査項目等は、国の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の「事業評価のためのチェックリスト」等の項目に準ずる。  ５.結果の評価と公表  各調査の結果は、別で定める評価基準に基づき、評価する。  その結果等は、市町村及び検診機関へフィードバックするとともに、奈良県がん予防対策推進委員会で報告し、県ホームページに公表する。   
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６.精密検査医療機関の登録  県は、以下の手順に沿って、がん検診の種類毎に精密検査医療機関の登録を行う。 ①医療機関から精密検査医療機関としての登録申請があった場合、がん検診の種類毎に委員会の定めた市町村がん検診における精密検査医療機関の基準【別紙１】に合致するかどうかについて、委員会の関係する委員の意見を聞いた上で、精密医療機関として登録する。なお登録方法については【別紙２】の方法による。  ②県は、定期的に精密検査医療機関の現況を把握し、精密検査医療機関の更新を行うこととする。   （附則）  この要領は平成２３年４月１日より施行する。  この要領は平成２４年４月１日より施行する。 この要領は平成２５年４月１日より施行する。 この要領は平成２７年８月１日より施行する。  この要領は平成３０年１０月１日より施行する。  この要領は令和３年７月７日より施行する。  この要領は令和７年４月１日より施行する。 この要領は令和８年４月１日より施行する。


